
29年度　公文書開示（産業労働局8月決定分）
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非開示理由等 所管局部課等

1 H29.7.25 H29.8.1
平成29年度樽沢復旧治山工事（経費計算書、工事総括書、種別内訳書、代価明
細書）

62 1 － 東京都森林事務所保全課

2 H29.7.31 H29.8.1
平成29年度高尾予防治山工事（経費計算書、工事総括書、種別内訳書、代価明
細表） 26 1 － 東京都森林事務所保全課

3 H29.8.4 H29.8.1 飼育動物診療施設管理台帳 1 1 － 産業労働局農林水産部食料安全課

4 H29.7.27 H29.8.3
旧都立産業技術研究所西が丘庁舎（28）実験棟その他解体工事（工事内訳・工
事別内訳・種目別内訳・科目別内訳・中科目別内訳・細目別内訳・別紙明細）

65 1 － 産業労働局商工部創業支援課

5 H29.7.23 H29.8.7
○○商店街振興組合の、平成29年度政策課題対応型商店街事業費補助金を活用
したアーケード撤去に係る申請書一式 107 1 1 1 1 1

（７条２号）個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。
（７条３号）非公開情報であり、公にすることにより当該事業を営む法人等の社会的評価、社会活動
の自由等が損なわれると認められるため。
（７条４号）偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため。
（７条６号）今後の適正な補助金申請に支障をきたす等、事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるた
め。

産業労働局商工部地域産業振興課

6 H29.7.25 H29.8.7 ○○法人における不祥事件届け出書について（開示を請求） 0 1 1 当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにすることで非開示情報を開示することとなるため。 産業労働局農林水産部農業振興課

7 H29.8.7 H29.8.9 ○○法人に係る廃業等届出書（印影は除く） 1 1 － 産業労働局金融部貸金業対策課

8 H29.8.7 H29.8.9 飼育動物診療施設管理台帳 0 1 － 産業労働局農林水産部食料安全課

9 H29.8.4 H29.8.14
越沢林道維持管理工事、板東沢丹田林道開設工事（工事総括書、種別内訳書、
代価明細表、施行パッケージ代価表、経費計算書、図面、特記仕様書） 195 1 － 東京都森林事務所保全課

10 H29.8.10 H29.8.21 飼育動物診療施設管理台帳 0 1 － 産業労働局農林水産部食料安全課

11 H29.8.18 H29.8.22 飼育動物診療施設管理台帳 1 1 － 産業労働局農林水産部食料安全課

12 H29.8.18 H29.8.22
平成29年度盆堀復旧治山工事（経費計算書、工事総括書、種別内訳書、代価明
細表、材料品調書） 46 1 － 東京都森林事務所保全課

13 H29.8.9 H29.8.23 対応記録票（3件分） 3 1 1 （７条２号）個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。 産業労働局総務部総務課

14 H29.8.9 H29.8.23 対応記録票（7件分） 7 1 － 産業労働局商工部調整課

15 H29.8.9 H29.8.23 対応記録票（19件分） 19 1 1 1
（７条２号）個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。
（７条３号）非公開情報であり、公にすることにより当該事業を営む法人等の社会的評価、社会活動
の自由等が損なわれると認められるため。

産業労働局商工部調整課

16 H29.8.9 H29.8.23 対応記録票 1 1 － 産業労働局金融部金融課

17 H29.8.9 H29.8.23 対応記録票 1 1 － 産業労働局農林水産部調整課

18 H29.8.9 H29.8.23 対応記録票（4件分） 4 1 1 1
（７条２号）個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。
（７条３号）非公開情報であり、公にすることにより当該事業を営む法人等の社会的評価、社会活動
の自由等が損なわれると認められるため。

産業労働局農林水産部調整課

19 H29.8.21 H29.8.24
盆堀林道災害復旧工事（工事総括書、種別内訳書、代価明細表、材料品調書、
経費計算書） 25 1 － 東京都森林事務所保全課

20 H29.8.17 H29.8.30 対応記録票 1 1 － 産業労働局商工部調整課

21 H29.8.17 H29.8.30 対応記録票 1 1 1 （７条２号）個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるため。 産業労働局商工部調整課
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